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第２回 補欠募集 LINE 申請手順（マニュアル） 

１ はじめに  

 2026年度 第１回及び第２回等の内定者からキャンセルが発生した場合、「補欠募集に

応募した方」及び「随時募集に応募した方」の中から選考し、点数が上位の方から連絡し

ます。 

 キャンセルや退園などで入園のご案内が可能な場合、毎月初旬に東浦町役場から電話連

絡をさせていただきます。補欠募集に申請される方は東浦町役場の電話番号（℡0562-83-

3111）を必ず登録してください。 

２ LINE 申請手順 

手順１ 公式 LINE を友だち登録（ＡとＢいずれかで登録） 

（Ａ）２次元コードから登録 （Ｂ）ID検索から登録 

① ２次元コードをスマホで読み取る 

② 「東浦町役場」を友だち追加 

 

① LINEのホーム画面右上の「友だち追加」ア

イコンを押す 

 

② 友だち追加画面で「検索」を選択 

③ ID検索画面で「@higashiura_aichi」を入

力 

④ 「東浦町役場」を友だち追加 

 

※ 友だち登録後の受信設定で「欲しい情報」の「子育て・教育」にチェックを入れた方のみ、入園に関する情

報が発信されます。必ず受信設定をしてください。受信設定の方法は町ホームページをご覧ください。  

https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/seisaku/kohokocho/gyomu/koho/14075.html
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手順２ 町公式 LINE のピックアップから該当の保育園・年齢を選択 

（１）ピックアップから選択 （２）対象年齢を選択  

 
申請期間外となっているため、ピックアップのサ

ムネイルが 1次募集となっていますが、申請期間

には補欠募集用に変わっています。 

 
（２）以降は事前受付（電子申請）期間にならない

とアクセスできません。ご承知おきください。 
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手順３ 申請フォームから回答を入力  

（１）申請フォームを確認 （２）申請者数を選択 （３）予約日の選択 

申請フォームが入園を希望す

る対象年齢であることを確認 

（注意）０～２歳児の質問項目は、本マ

ニュアルと同様です。３～５歳児では

「入園時期・理由」、「祖母に関する質問

項目」がなくなります。 

 

 

申請者数は「１」にする 

（例）双子で入園を希望する場合も申請

者数は「１」。（３）の時間を変えてそれぞ

れの名前で申請してください。 

（例）５歳児と２歳児のきょうだいの場

合、それぞれの年齢で「１」を選択 

 

 

① １月６日を選択 

② 1:00を選択（注意） 

③ 予約者情報の入力を選択 

 

 

 

 

 

(注意)双子・三つ子など同年齢で複数

人の入園を希望する場合は、別の時間

帯に申請 

➢ 1人目 １月６日 1:00 

➢ ２人目 １月６日 2:00 

➢ ３人目 １月６日 3:00 

➢ 4人目 １月６日 4:00 

➢ 5人目 １月６日 5:00 
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（４）申請者情報を入力 

申請者情報を入力してください。入力が完了したら、「同意して回答する」を選択してくださ

い。本マニュアルでは母１人、子２人（０・３歳児）、祖母１人の家族構成を例にしています。 

１ 

 

 

２ 

 

 

３ 

 

 

 

 

参考資料 

認定事由 

保育園にお子さんを預ける理

由になります。就労や疾病、

傷害などがあります。 

※ 就労であっても被雇用（常勤 or

非常勤）など細かく区分が分か

れています。なお、正規職員は

「常勤」、アルバイト、パー

ト、契約社員、派遣社員などは

「非常勤」に分類されます。 

基準点数 

入園選考をするための点数で

す。認定事由ごとに点数が異

なります。 

点数を選択する際、９ページ

の点数表を参照してくださ

い。 

個人調整点数 

入園選考をするための点数で

す。就労先の形態などで点数

が異なります。 

点数を入力する際、11ページ

の点数表を参照してくださ

い。 

９ページ以降の点数表を必ず確認のうえ、基準点数や個人調整点数等を選択・入力してください。点

数表を見たうえで該当する点数が分からない場合や、確認をしたい場合は 12月 28日（金）16:00

までに役場 子育て支援課 保育係（℡0562-83-3111）にご連絡ください。 
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４ 

 

※ 世帯調整点数…回答例では

「ひとり親で保育者となる親

族がいる世帯」＋「町立保育園

等に通っている兄３歳児」であ

るため、1＋0.2＝1.2 

５ 

 

※ 新入園・継続入園するきょう

だい園児の氏名・クラス年齢

を回答してください。 

６ 

 

 

参考資料 

世帯調整点数 

入園選考をするための点数です。世帯の形態（ひとり親や兄弟姉妹の人数）ごとに点数が異なりま

す。点数を入力する際、12ページの点数表を参照してください。 

 

（例題）「①ひとり親世帯で保育者となる親族がいる世帯」で、「②同居の祖母（65歳未満）が入所

基準（５点以上７点未満）」、「③町立保育園等に通っている姉５歳児と弟０歳児がいる」場合 

（回答）①の世帯調整点数は「＋１点」、②は「-１点」、③の兄５歳児は「＋0.1点」、弟０歳児は

「＋0.8点」のため、世帯調整点数は＋１-１＋0.1＋0.8＝「＋0.9点」となります。 
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（５）申請者情報を確認 

確認画面に遷移しますので、内容に不備がないかを確認してください。不備がなければ「送信」

を選択してください。 

１ 

 

２ 

 

３ 
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４ 

 

５ 
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（６）申請の完了画面 （７）LINEに届く予約完了メッセージを確認 

   

  

申請時点で定員が埋まっている

場合は、以下のメッセージが表示

されます。なお、（７）の予約完了

メッセージは届きません。 

 

同年齢の別の時間帯で申請をや

りなおしてください。なお、各時

間帯で 500名の定員を設けて

います。 

※システム上、定員の上限が

500名となっています。 
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保育所入所選考基準  

 選考順位は、次の表から判定・算出される点数合計の高い順の世帯から決定します。 

（１）基準点数  

 表内の就労に関する就労時間は、休憩時間を除く実労働時間です。 

入所選考基準 点数 
確認書類等 

区分 形態 父 母 

就労 

（被雇用） 

常

勤 

１か月間の勤務が 140時間以上（短時間勤務取

得後 7.0時間以上の勤務時間含む） 
１０ １０ 

就労証明書 

給与明細等 

短時間勤務等を取得して勤務時間が 7.0時間

未満の場合 
９ ９ 

非

常

勤 

１か月間の勤務が 140時間以上 ９ ９ 

１か月間の勤務が 120時間以上 140時間未満 ８ ８ 

１か月間の勤務が 100時間以上 120時間未満 ７ ７ 

１か月間の勤務が 80時間以上 100時間未満 ６ ６ 

１か月間の勤務が 60時間以上 80時間未満 ５ ５ 

就労 

（自営業） 

※農業含む 

中

心

者 

１か月間の勤務が 140時間以上 ９ ９ 

就労証明書 

健康保険証等 

１か月間の勤務が 120時間以上 140時間未満 ８ ８ 

１か月間の勤務が 100時間以上 120時間未満 ７ ７ 

１か月間の勤務が 80時間以上 100時間未満 ６ ６ 

１か月間の勤務が 60時間以上 80時間未満 ５ ５ 

専

従

者 

１か月間の勤務が 140時間以上 ８ ８ 

１か月間の勤務が 120時間以上 140時間未満 ７ ７ 

１か月間の勤務が 100時間以上 120時間未満 ６ ６ 

１か月間の勤務が 80時間以上 100時間未満 ５ ５ 

１か月間の勤務が 60時間以上 80時間未満 ４ ４ 

就労 

（内職） 

１か月間の勤務が 140時間以上 ６ ６ 

就労証明書 

１か月間の勤務が 120時間以上 140時間未満 ５ ５ 

１か月間の勤務が 100時間以上 120時間未満 ４ ４ 

１か月間の勤務が 80時間以上 100時間未満 ３ ３ 

１か月間の勤務が 60時間以上 80時間未満 ２ ２ 

出産 
出産予定月の前月の月初から出産日から８週経

過後の日が属する月の末日までの期間 
- １０ 

申立書 

母子手帳 

別 紙 

正規職員は「常勤」、アルバ

イト、パート、契約社員、派

遣社員などは「非常勤」に分

類されます。 

【
補
欠
募
集
の
方
】
確
認
書
類
は
町
か
ら
電
話
連
絡
が
あ
っ
た
後
に
用
意
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。
申
請
時
に
は
不
要
で
す
。 
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入所選考基準 点数 
確認書類等 

区分 形態 父 母 

疾病・ 

障害 

疾

病 

入院 １０ １０ 

申立書 

診断書 

通院…週４日以上の通院が必要な期間、または医師の診

断により保育できないと認められた期間 
８ ８ 

居宅療養…医師の診断により保育できないと認

められた期間 
７ ７ 

障

害 

肢体体幹障害１・２級所持者で保育ができないと

認められた者 
９ ９ 申立書 

障害者（身

体・精神・療

育）手帳の

写し等 

視覚障害１・２級所持者で保育ができないと認め

られた者 
９ ９ 

その他の身体障害、知的障害または精神障害の

ため、保育できないと認められる者 
７ ７ 

看護・ 

介護等 

入

院

付

添 

同居の親族(別居の親族で他に親族のいない場

合を含む)に週４日以上の付添いを行う場合 

（小児患者、知的障がいを有する患者、その他病

状・急変時等患者への付添い） 

９ ９ 

申立書 

診断書 

介護保険証 

計画書（ケ

アプラン）等 

別居親族に週４日以上の付添いを行う場合 ５ ５ 

居

宅

看

護 

・ 

介

護 

同居の親族(別居の親族で他に親族のいない場

合を含む)に常時身体介護を行う場合 
７ ７ 

別居の親族に常時身体介護を行う場合 ４ ４ 

別居の親族の家事援助を行う場合 ２ ２ 

付

添 

発達支援事業所等で保護者の付添いが必要とさ

れている場合 
８ ８ 

事業所契約書 

受給者証等 

災害 災害復旧に当たっている期間 １０ １０ り災証明書 

就学・ 

職業訓練 

⚫ 高等学校、特別支援学校、大学及び高等専

門学校に就学する場合 

⚫ 年間を通じ、国家資格（受験資格含む）取得

のため就学する場合 

７ ７ 就学証明 

受講決定通

知 等 
１月あたり 15日以上、就労に必要な資格取得の ５ ５ 

ため就学する場合 ひとり親家庭の場合 ７ ７ 

診
断
書
に
は
「
疾
病
を
事
由
に
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
」
旨

が
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
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入所選考基準 点数 
確認書類等 

区分 形態 父 母 

虐待・遺棄・ 

要保護他 
児童相談所等からの依頼による場合 １０ １０ 意見書等 

求職中 

求職活動を行っている場合 

月初から 90日経過後の日が属する月の末日ま

での期間 

1 1 申立書 

育児休業 

（２～５歳児） 

２歳児は継続 

育児・介護休業法に基づく育児休業を取得して

おり、入所（２歳児は継続入所のみ適用可）が必

要であると認める場合 

1 1 就労証明書 

① 基準点数    

※ 複数の区分に該当する場合は、点数の最も高い区分を基準点とする。 

※ 常時ではない看護・介護は行っている時間のみを実施にあたる時間とし、 

それにあたる時間についてのみ点数算定する。 

（２）個人調整点数（次にあてはまる場合は点数を加減します）  

個人調整基準 点数 
確認書類等 

形態 父 母 

東浦町内の保育所・児童館等で月 60 時間以上

勤務するもの 
+1.5 +1.5 就労証明書 

東浦町外の保育所等で月 60 時間以上保育業務

にあたるもの 
+1 +1 就労証明書 

非常勤で親族（三親等以内）の経営する職場に勤務 -1 -1 就労証明書 

被雇用

者・内職 

収入月額が３万円未満 -1 -1 源泉徴収票・所得申

請書・支払明細等 収入月額が１万円未満 -2 -2 

自営・農

業 

事業の中心者が児童の父母以外 -1 -1 
申立書・ 

所得申告書 

家庭内で行う自営業 -1 -1 就労証明書 

② 個人調整点数    

※ 「家庭内労働」の場所の範囲には、居住する居宅敷地内の別棟の作業場を含む。 

 父 母 

③ 調整後基準点数（①＋②）   

 

④ 平均基準点数（③の合計／人数）  

父
・
母
・
祖
母
の
基
準
点
数
は
該
当
す
る
区
分
の
点
数
を
選
択 

（複
数
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
は
、
最
も
点
数
の
高
い
区
分
を
基
準
点
と
す
る
） 

父
・
母
の
個
人
調
整
点
数
は
該
当
す
る
区
分
の
点
数
を
選
択 

（複
数
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
は
、
該
当
す
る
区
分
の
点
数
を
合
算
す
る
） 
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（３）世帯調整点数  

 「④平均基準点数」に、次にあてはまる場合には点数を加減します。 

世帯調整基準 
点数 確認書類等 

形態 

生活保護世帯 +２ 保護決定通知等 

ひとり親世帯で保育者が他にない世帯 +２ 遺児手当通知等 

ひとり親世帯で他に保育者となる親族がいる世帯 +１ 遺児手当通知等 

同居の祖母（６５歳未満）が入所基準（５点以上７点未満）

に該当している場合 
-１ 就労証明書等 

同居の祖母（６５歳未満）が入所基準（１点以上５点未満）

に該当している場合 
-２ 就労証明書等 

同居の祖母（６５歳未満）が入所基準に該当しない場合 -３  

保育料等を滞納している場合 -５  

兄弟姉妹が町立保育園及び児童発達支援

事業所等に通う場合 

※ 兄弟姉妹の年齢の点数を加点 

※ 当該児童の年齢の点数が加点される

ことではないことにご注意ください。 

５歳 +0.1 
入園申込書、保育園

児の兄姉が町立保育

園以外の施設に通

園・利用している申出

書等 

４歳 +0.1 

３歳 +0.2 

２歳 +0.5 

１歳 +0.6 

０歳 +0.8 

⑤ 世帯調整点数   

 

（４）入所調整選考点数  

⑥ 入所調整選考点数（「③調整後基準点数で父または

母のいずれか低い者の点数」÷10） 
 

 

（５）点数計算式  

⑦ 決定点数（④＋⑤＋⑥）  

  

世
帯
調
整
点
数
は
該
当
す
る
区
分
の
点
数
を
選
択 

（複
数
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
は
、
該
当
す
る
区
分
の
点
数
を
合
算
す
る
） 
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（６）同一点数時の優先順位  

 定員より申込者数が超過したうえに、上記の「⑦決定点数」が同点の場合は、以下の優先事項を

考慮して決定します。 

⚫ 生活保護世帯 

⚫ 同時入園が双子以上の世帯 

⚫ 小学校区 

⚫ 通勤時間を含めた拘束時間 

⚫ ひとり親世帯で同居の祖父母等無し 

⚫ ひとり親世帯で同居の祖父母等有り 

⚫ その他町長が世帯状況等を勘案し、必要

と認めた事項 

 


